
特別任用教員Ⅳの待遇について 

 

１．任期について 

2027年 4月 1 日～2030年 3 月 31 日（3 年） 

 

２．コマ原則について 

原則として、准教授４コマ、講師３コマ 

 

３．月給等について ＜特別任用教員規程他＞ 

（1）本俸 

    准教授： 月額 346,700 円（分担外手当：月額 27,300 円） 

    講 師： 月額 306,700 円（分担外手当：月額 26,200 円） 

 

 （2）賞与 年 2 回（上半期 1.5 ヶ月、下半期 1.5 ヶ月分） 

       ※基本給及び扶養家族手当並びに分担外手当を支給の基礎とする。 

 

４．通勤手当について ＜通勤手当支給規程 第 3 条＞ 

  6 ヶ月通勤定期券相当額を支給。 

 

５．住宅手当、扶養家族手当について ＜給与規程 別表 6 ／ 別表 3＞ 

 （1）住宅手当 

世 帯 主： 月額 22,500 円 

非世帯主： 月額 13,000 円 

 

（2）家族手当 

    18,500 円（※扶養家族 1 人の場合。第 2 人目以下 9,000 円。） 

 

６．個人研究費 ＜個人研究費等取扱要領 別表(第 3 条関係)＞ 

年額 410,000 円 

 

７．着任旅費 ＜赴任旅費等支給規程 第 7条＞ 

国内からの着任は 50 万円を上限とする。 

 

 

以上 


